
旅客営業規則（現行・改定対照表） 

現     行 改     定 

 

旅客営業規則 

 

 

(通学定期乗車券の発売) 

第36条 指定学校の学生(第40条第1項第1号に規定する学生を除く｡以下この条において同じ｡)､生徒､児童又

は幼児が､居住地もより駅と在籍する指定学校もより駅との相互間を､通学のため乗車する場合で､その在

籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したとき､又は第170条第

１項第２号に規定する通学定期乗車券購入兼用の身分証明書を呈示し､かつ､定期乗車券購入申込書に必要

事項を記入して提出したときは､１箇月､３箇月又は６箇月有効の通学定期乗車券を発売する｡ 

２ 通学証明書の様式は､次のとおりとする｡ 

 
(備考)⑴ 必要により､様式の上部余白に学校のもより駅欄を印刷する｡ 

⑵ 通信による教育を行う学校で面接授業又は試験を在籍校所在地と異なる場所で行う場合は､ 

学校所在地欄の在籍校所在地住所上部に面接授業会場又は試験会場とかっこ書きし､当該面接授

業又は試験会場所在地住所を記入する｡ 

３ 通学証明書の有効期間は､発行の日から１箇月間とする｡ただし､学校及び救護施設指定取扱規則第15条

第３項及び第８項の規定による有効期間の開始日又は有効期限の表示のあるものは､その期間内の日を通

学定期乗車券の有効期間の開始日とする場合に限る｡  

４ 指定学校の学生､生徒若しくは児童が､実習のため実習場等まで乗車する場合で､相鉄が必要と認めると

きは､第1項の規定に準じて通学定期乗車券を発売する｡ 

〔連絡運輸に関する通学定期乗車券の発売……連規25〕 
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様式変更 



 

付 則 

１ この規則は、1974年10月１日から施行する。 

２ この規則は、1976年２月１日から施行する。 

３ この規則は、1980年４月20日から施行する。 

４ この規則は、1981年５月16日から施行する。 

５ この規則は、1982年３月１日から施行する。 

６ この規則は、1982年４月１日から施行する。 

７ この規則は、1982年４月19日から施行する。 

８ この規則は、1984年10月１日から施行する。 

９ この規則は、1985年３月15日から施行する。 

10 この規則は、1987年10月12日から施行する。 

11 この規則は、1988年５月18日から施行する。 

12 この規則は、1989年３月19日から施行する。 

13 この規則は、1989年４月１日から施行する。 

14 この規則は、1990年４月４日から施行する。 

15 この規則は、1991年11月20日から施行する。 

16 この規則は、1992年４月１日から施行する。 

17 この規則は、1995年９月１日から施行する。 

18 この規則は、1997年４月１日から施行する。 

19 この規則は、1999年１月１日から施行する。 

20 この規則は、1999年２月16日から施行する。 

21 この規則は、1999年３月10日から施行する。 

22 この規則は、2000年３月１日から施行する。 

23 この規則は、2000年８月１日から施行する。 

24 この規則は、2000年10月14日から施行する。 

25 この規則は、2002年10月１日から施行する。 

26 この規則は、2004年２月１日から施行する。 

27 この規則は、2004年12月11日から施行する。 

28 この規則は、2005年12月１日から施行する。 

29 この規則は、2007年２月１日から施行する。 

30 この規則は、2007年７月30日から施行する。 

31 この規則は、2008年４月30日から施行する。 

32 この規則は、2009年９月30日から施行する。 

33 この規則は、2010年６月20日から施行する。 

34 この規則は、2015年２月16日から施行する。 

35 この規則は、2016年１月29日から施行する。 

36 この規則は、2016年４月28日から施行する。 

37 この規則は、2018年２月１日から施行する。 

38 この規則は、2018年３月17日から施行する。 

39 この規則は、2019年４月１日から施行する。 

40 この規則は、2019年10月１日から施行する。 

41 この規則は、2019年11月30日から施行する。 

42 この規則は、2020年１月31日から施行する。 

43 この規則は、2020年４月１日から施行する。 

44 この規則は、2021年３月13日から施行する。 

45 この規則は、2021年７月１日から施行する。 

46 この規則は、2023年３月18日から施行する。 

47 この規則は、2023年３月30日から施行する。 

48 この規則は、2023年６月20日から施行する。 

 

 

 

付 則 

１ この規則は、1974年10月１日から施行する。 

２ この規則は、1976年２月１日から施行する。 
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17 この規則は、1995年９月１日から施行する。 

18 この規則は、1997年４月１日から施行する。 

19 この規則は、1999年１月１日から施行する。 

20 この規則は、1999年２月16日から施行する。 

21 この規則は、1999年３月10日から施行する。 

22 この規則は、2000年３月１日から施行する。 

23 この規則は、2000年８月１日から施行する。 

24 この規則は、2000年10月14日から施行する。 

25 この規則は、2002年10月１日から施行する。 

26 この規則は、2004年２月１日から施行する。 

27 この規則は、2004年12月11日から施行する。 

28 この規則は、2005年12月１日から施行する。 

29 この規則は、2007年２月１日から施行する。 

30 この規則は、2007年７月30日から施行する。 

31 この規則は、2008年４月30日から施行する。 

32 この規則は、2009年９月30日から施行する。 

33 この規則は、2010年６月20日から施行する。 

34 この規則は、2015年２月16日から施行する。 

35 この規則は、2016年１月29日から施行する。 

36 この規則は、2016年４月28日から施行する。 

37 この規則は、2018年２月１日から施行する。 

38 この規則は、2018年３月17日から施行する。 

39 この規則は、2019年４月１日から施行する。 

40 この規則は、2019年10月１日から施行する。 

41 この規則は、2019年11月30日から施行する。 

42 この規則は、2020年１月31日から施行する。 

43 この規則は、2020年４月１日から施行する。 

44 この規則は、2021年３月13日から施行する。 

45 この規則は、2021年７月１日から施行する。 

46 この規則は、2023年３月18日から施行する。 

47 この規則は、2023年３月30日から施行する。 

48 この規則は、2023年６月20日から施行する。 

49 この規則は、2024年４月１日から施行する。 

 
 


